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人権課　☎57-8507

憲法って？

令和７年における人権侵犯事件数の動向

日本国憲法は、みんなが安心して暮らすための「大切な約束」です。

憲法には、３つの大切な考え方があります！

教育の機会、選挙権が
平等にある

自分で決められる、
プライバシーが守られる

１９４７年５月３日に施行され、今年で７９年目を迎えます。１９４７年５月３日に施行され、今年で７９年目を迎えます。１９４７年５月３日に施行され、今年で７９年目を迎えます。

国のことは国民のみんなで決める

戦争をしないで平和を大切にする

一人一人の人権を大切にする

…………………

…………………

……

人権を守るためには、「自分がその立場だったらどう感じる
かな」と想像し、相手の気持ちを考えることが大切です！
また、素直に「ありがとう」や「ごめんなさい」を伝えることも
大切な一歩です！

新聞、雑誌、SNS

これらは一部に過ぎず、表に出ていない問題も多くあると考えられます。

※令和7年における「人権侵犯事件」の状況について（概要）（法務省HPより）

【新規救済手続開始件数：8,207件（上位３つ）】

教育関係（いじめ、体罰）教育関係（いじめ、体罰）

名誉・プライバシー関係名誉・プライバシー関係
（インターネット）（インターネット）労働権関係労働権関係

2,144件（26.1％）2,144件（26.1％）

1,449件（17.1％）1,449件（17.1％） 1,996件（24.3％）1,996件（24.3％）

教育関係（いじめ、体罰）

名誉・プライバシー関係
（インターネット）労働権関係

他 2,144件（26.1％）

1,449件（17.1％） 1,996件（24.3％）

■環境対策課　☎57-8508■環境対策課　☎57-8508■環境対策課　☎57-8508

フンの後始末は飼い主の責任です。
無責任な行動により、道路や個人の財産が汚さ
れ、衛生面でも悪影響を及ぼしていることを自
覚し、確実に適切に処理をしましょう。
犬のフンは、飼い主が確実に拾い、
拾ったフンは新聞紙等に包むなどし
て、可燃ごみの日に出してください。

ごみ減量化のための支援を見直しましたごみ減量化のための支援を見直しましたごみ減量化のための支援を見直しました
生ごみの減量化推進および堆肥化を図るため、生ごみ処理器具（バケツ）のあっせんや電動式生ごみ処理機購
入費用の一部の補助をおこなっていましたが、市民のごみ減量化への理解が一般化してきたと考えられること
から、本年度から以下のとおり見直しました。
今後も市民一人一人、ごみの減量化、リサイクル活動の推進にご協力をお願いします。

市役所や支所にある在庫分をもって販売終了
します。
購入を希望される方はお早めに環境対策課ま
たは各支所の窓口へお越しください。

生ごみ処理バケツのあっせん販売は
在庫限りで終了します

電動式生ごみ処理機の購入費用に対する
補助金上限額を３万円に引き下げます

不幸な猫を増やさないためにも下記の無責任な行為は
やめましょう

フン害や鳴き声、田畑を荒らす行為など、犬・猫に関する苦情・相談はまだまだ多い状況です。
飼い主の皆さんの責任ある行動をお願いします。

飼い主等へのマナー啓発看板を無償貸与しています

飼い主のいない猫の不妊･去勢手術を行うボランティアへ補助金支援を行っています

販売価格：2,310円（2個セット）

本年度から、補助対象上限額を５万円から３万円に
引き下げました。

処理能力が1.0㎏/ 日以上の『電動式生ごみ処理機』
① 生ごみを乾燥し、減容処理するもの
② 微生物の力を利用して分解処理するもの
③ ①②の能力を組み合わせたもの

補助
金額

補助対象
機器

注意
事項

購入金額の2分の1以内で、
3万円を上限（千円未満切り捨て）※延長保証料はのぞく

予算の範囲内（24万円）での先着順となります。

環境対策課に
ご連絡ください

環境対策課に
ご連絡ください

25２０２６.５ 24 ２０２６.５


